




○
外
務
省
告

示
第
二
百
二
十
三
号

ロ
ー
マ
法

王
一

行
の
来
日
に
際
し

、
重
要
施
設
の
周

辺
地
域
の
上
空
に
お
け

る
小
型
無
人
機
等

の
飛
行
の
禁
止
に

関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
八
年

法
律
第
九
号
）
第

五
条
第
一
項
、
第

二
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
対

象
外

国
公
館
等
及
び
当
該

対
象
外
国
公
館
等

の
敷
地
又
は
区
域
並
び

に
当
該
対
象
外
国

公
館
等
に
係
る
対

象
施
設
周
辺
地

域
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
元
年

十
一
月
二
十
日

外
務
大

臣

茂
木

敏
充

一

東
京
国
際
空
港

期
間

令
和
元
年
十
一

月
二
十
三
日
か
ら
令

和
元
年
十
一
月
二

十
六
日
ま
で

対

象
外
国
公
館
等
の

東
京
都
大
田
区

羽

田
空
港

所
在
地

対
象
外
国
公
館
等

の

東
京
都
大
田

区

羽
田
空
港
（
次

の
図
面
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）

区
域

対
象
外
国
公
館

等
に

東
京
都
大

田
区

大
森
南
五

丁
目
（
次
の
図
面
に

示
す
部
分
に
限
る

。
）
、
京
浜
島

係
る

対
象
施
設
周
辺

一

丁
目
及
び
二
丁
目
（

い
ず
れ
も
次
の
図
面

に
示
す
部
分
に
限

地
域

る
。
）
、
羽
田

五
丁
目
及
び
六
丁

目
（
次
の
図
面
に

示
す

部
分
に

限
る
。

）
、
羽
田
旭
町
（
次
の

図
面
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、

羽

田
空
港
一
丁
目
か

ら
三
丁
目
ま
で
及

び
東

糀
谷
六
丁
目
（
次

の

図
面
に
示

す
部

分
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
点
を

一

北
緯
三
十
五
度

三
十
一
分
二
秒
、

東
経
百
三
十
九
度
四

十
八

1
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順
次
に
結
ん

だ
線

分
十
秒

の
点

及
び

一
に
掲
げ
る

二

北
緯
三
十
五
度
三

十
一
分
三
十
九
秒
、
東

経
百
三
十
九
度
四

点
と
十
八
に
掲

げ

十
七
分
十
八
秒

の
点

る
点
と

を
結
ん
だ

三

北

緯
三
十
五
度
三
十
一
分

五
十
七
秒
、
東
経

百
三
十
九
度
四

線
に
よ
り
囲
ま
れ

十
七
分
二
秒
の
点

た
区
域
の

う
ち
陸

四

北
緯

三
十
五
度
三
十
二
分
三

十
九
秒
、
東
経
百

三
十
九
度
四

地
以

外
の
区
域

十

五
分
一
秒
の
点

五

北
緯

三
十
五
度
三
十
二
分
四

十
三
秒
、
東
経
百

三
十
九
度
四

十
四

分
五
十
八
秒
の
点

六

北
緯
三
十
五

度
三
十
三
分
二
十

一
秒
、
東
経
百
三
十

九
度
四

十
四
分

五
十
九
秒
の
点

七

北
緯
三
十
五
度

三
十
三
分
五
十
秒

、
東
経
百
三
十
九
度

四
十

五
分
九
秒
の

点

八

北
緯
三
十
五
度
三

十
四
分
六
秒
、
東
経

百
三
十
九
度
四
十

五

分
三
十
一
秒
の

点

九

北

緯
三
十
五
度
三
十
三

分
五
十
八
秒
、
東

経
百
三
十
九
度
四

十
五
分
四
十
七
秒

の
点

十

北
緯

三
十
五
度
三
十
四
分

二
十
一
秒
、
東
経

百
三
十
九
度
四

十

六
分
十
九
秒
の
点

十
一

北
緯
三

十
五
度
三
十
四
分

二
十
一
秒
、
東
経

百
三

十
九
度

四
十

六
分
三
十
四
秒
の
点

十
二

北
緯
三
十

五
度
三
十
四
分
三

十
七
秒
、
東
経
百
三
十

九
度

四
十
六

分
五

十
四
秒
の
点

十

三

北
緯
三
十
五

度
三
十
四
分
三
十

七
秒

、
東
経
百
三
十
九

度

四
十
七
分
六
秒

の
点

十
四

北
緯
三
十
五
度

三
十
二
分
二
十
五
秒
、

東
経
百
三
十
九
度

四
十
八
分
四
十
五

秒
の
点
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十
五

北
緯
三
十
五
度
三
十
二

分
四
十
七
秒
、
東

経
百
三
十
九
度

四

十
九
分
十
二
秒
の

点

十
六

北

緯
三

十
五
度
三
十
二
分

五
十
八
秒
、
東
経

百
三
十
九
度

四
十

九
分
四
十
五
秒
の
点

十
七

北
緯
三
十

五
度
三
十
二
分
四

十
七
秒
、
東
経
百
三

十
九
度

四
十
九

分
五
十
七
秒
の
点

十

八

北
緯
三
十
五

度
三
十
二
分
二
十

四
秒
、
東
経
百
三
十

九
度

四
十
九
分
四

十
四
秒
の
点

備
考

一

「

次
の
図
面
」
は
省
略

し
、
そ
の
図
面
を

外
務
省
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の

み
が
こ
の
表
の
対

象
外
国
公
館
等
に
係

る
対
象
施
設
周
辺

地
域
の
項
下
欄
に

掲
げ

る
区

域
に
含
ま

れ
る
道
路
（
道
路
交

通
法
（
昭
和
三
十

五
年
法
律
第
百
五
号
）

第
二
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す

る

道
路
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
区
間
の

う
ち
当
該
区
域
に

含
ま
れ
な
い
道
路

の
部

分
及
び
側
端
の
少

な

く
と
も
一
方
が

当
該
区
域
に
接
す

る
道
路
の
区
間
並
び
に

こ
れ
ら
の
道
路
の

区
間
に
接
す
る
交

差
点
は
、
対

象
施
設

周
辺
地
域
に
含
ま
れ

る
も
の
と
す
る
。

二

駐
日
ロ

ー
マ
法
王
庁
大
使
館

期
間

令
和
元
年

十
一
月
二
十
三
日

か
ら

令
和
元
年
十
一
月

二
十
六
日
ま
で

対
象
外
国
公
館
等

の

東
京
都
千
代

田
区

三
番
町
九
番
地

二

所
在
地

対
象
外
国

公
館

等
の

東
京
都
千

代
田
区

三
番
町

九
番
地
（
次
の
図
面
に

示
す
部
分
に
限
る

。
）

敷
地
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対
象
外

国
公
館
等
に

東
京
都

千
代
田
区

一
番

町
（
次
の
図
面
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

、
三
番
町
（
次

係

る
対
象
施
設
周
辺

の
図
面
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、

四
番
町
（
次
の
図
面
に

示
す

地
域

部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
九
段

南
三
丁
目
一
番
か

ら
九
番
ま
で
及

び
四

丁
目
一
番
か
ら
七

番
ま

で

備
考

一

「
次
の
図
面
」

は
省
略
し
、
そ
の

図
面
を
外
務
省
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。

二

側
端

の
一
方
の
み
が
こ
の
表

の
対
象
外
国
公
館

等
に
係
る
対
象
施
設

周
辺
地
域
の
項
下

欄
に
掲
げ
る
区

域
に

含
ま
れ
る
道
路
（

道
路
交
通
法
（
昭
和

三
十
五
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定

す

る
道
路
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の

区
間
の
う
ち
当
該
区

域
に
含
ま
れ
な
い

道
路
の
部
分
及
び

側
端
の
少
な

く
と
も

一
方
が
当
該
区
域
に

接
す
る
道
路
の
区

間
並
び
に
こ
れ
ら
の

道
路
の
区
間
に
接
す

る
交
差
点
は
、
対

象
施
設
周
辺
地
域
に

含
ま
れ
る
も
の
と

す
る
。

三

ベ

ル
サ
ー
ル
半
蔵
門

期
間

令
和

元
年
十
一
月
二
十

三
日
か
ら
令
和
元

年
十
一
月
二
十
六
日
ま

で

対
象
外
国

公
館
等
の

東
京
都

千
代
田
区

麹
町
一

丁
目
六
番
四
号

所

在
地

対
象

外
国
公
館
等
の

東
京

都
千
代
田
区

麹

町
一
丁
目
六
番
（
次

の
図
面
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）

敷
地

対

象
外
国
公
館
等
に

東
京
都
千
代
田

区

千
代
田
一
番
（
次

の
図
面
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
一
番

町
一

係
る
対
象

施
設

周
辺

番
（
次

の
図
面
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
五
番

、
七
番
、
九

地
域

番

、
十
一
番
、
十
三

番
、
十
五
番
、
十

七
番

、
十
九
番
、
二
十

一

番
、
二
十
三
番
、

二
十
五
番
、
二
十

七
番
、
二
十
九
番
及

び
三
十



5

一
番
、

麹
町
一
丁
目
、
二
丁
目

並
び
に
三
丁
目
一

番
か
ら
三
番
ま

で

及
び
五
番
か
ら
十

二
番
ま
で
、
平
河

町
一

丁
目
一
番
か
ら
四

番

ま
で
及
び

六
番

か
ら
九
番
ま
で
並

び
に
二
丁
目
一
番

か
ら
三
番
ま

で
並

び
に
隼
町
一
番
、

二
番

、
三
番
（
次
の
図

面
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
及
び
四

番
（
次
の
図
面
に

示
す
部
分
に
限
る
。

）

備

考

一

「
次

の
図
面
」
は
省
略
し
、

そ
の
図
面
を
外
務

省
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み

が
こ
の
表
の
対
象
外

国
公
館
等
に
係
る
対

象
施
設
周
辺
地
域
の

項
下
欄
に
掲
げ
る

区

域
に
含
ま
れ
る
道

路
（
道
路
交
通
法

（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
五
号
）
第

二
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す

る
道
路

を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
区
間
の
う

ち
当
該
区
域
に
含
ま

れ
な
い
道
路
の
部
分

及
び
側
端
の
少
な

く
と
も
一
方
が
当
該

区
域
に
接
す
る
道

路
の
区
間
並
び
に
こ

れ
ら
の
道
路
の
区

間
に
接
す
る
交
差

点
は

、
対

象
施
設
周

辺
地
域
に
含
ま
れ
る

も
の
と
す
る
。

四

カ
ト
リ
ッ
ク
関

口
教
会

期
間

令
和
元
年
十

一
月
二
十
三
日
か
ら
令

和
元
年
十
一
月
二

十
六
日
ま
で

対

象
外
国
公
館
等
の

東
京
都
文
京
区

関
口
三
丁
目
十
六

番
十
五
号

所
在
地

対
象
外
国
公
館
等

の

東
京
都
文
京

区

関
口
三
丁
目
十

六
番
及
び
十
七
番

（
い
ず
れ
も
次
の

図
面

に
示
す

敷
地

部
分

に
限
る
。
）

対
象
外
国

公
館

等
に

東
京
都
文

京
区

関
口
一

丁
目
二
十
八
番
、
三
十

番
、
三
十
一
番
及

び
三
十
五
番

係
る

対
象
施
設
周
辺

（

い
ず
れ
も
次
の
図

面
に
示
す
部
分
に

限
る

。
）
、
二
丁
目
一

番

地
域

（
次
の
図
面
に

示
す
部
分
に
限
る

。
）
及
び
三
番
か

ら
十

一
番
ま



で
並
び

に
三
丁
目
、
音
羽
一
丁

目
八
番
、
九
番
、

十
四
番
か
ら
二

十

五
番
ま
で
及
び
二

十
七
番
並
び
に
二

丁
目

一
番
、
二
番
、
四

番

及
び
十
二

番
（

次
の
図
面
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

、
目
白
台
一

丁
目

一
番
（
次
の
図
面

に
示

す
部
分
に
限
る
。

）
及
び
二
十
番
か

ら
二
十
六
番
ま
で

、
二
丁
目
一
番
並

び
に
三
丁
目
一
番
か

ら
十
七

番
ま
で

、
十
九
番
か
ら
二
十
一

番
ま
で
及
び
二
十

七
番
か
ら
二
十

九

番
ま
で
並
び
に
大

塚
二
丁
目
三
番
（

次
の
図
面
に
示
す
部

分
に

限
る
。
）

備
考

一

「

次
の
図
面
」
は
省
略

し
、
そ
の
図
面
を

外
務
省
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の

み
が
こ
の
表
の
対

象
外
国
公
館
等
に
係

る
対
象
施
設
周
辺

地
域
の
項
下
欄
に

掲
げ

る
区

域
に
含
ま

れ
る
道
路
（
道
路
交

通
法
（
昭
和
三
十

五
年
法
律
第
百
五
号
）

第
二
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す

る

道
路
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
区
間
の

う
ち
当
該
区
域
に

含
ま
れ
な
い
道
路

の
部

分
及
び
側
端
の
少

な

く
と
も
一
方
が

当
該
区
域
に
接
す

る
道
路
の
区
間
並
び
に

こ
れ
ら
の
道
路
の

区
間
に
接
す
る
交

差
点
は
、
対

象
施
設

周
辺
地
域
に
含
ま
れ

る
も
の
と
す
る
。

五

東
京
ド

ー
ム

期
間

令
和
元
年

十
一
月
二
十
三
日

か
ら

令
和
元
年
十
一
月

二
十
六
日
ま
で

対
象
外
国
公
館
等

の

東
京
都
文
京

区

後
楽
一
丁
目
三

番
六
十
一
号

所
在
地

対
象
外
国

公
館

等
の

東
京
都
文

京
区

後
楽
一

丁
目
三
番
（
次
の
図
面

に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

区
域

6



対
象
外

国
公
館
等
に

東
京
都

千
代
田
区

飯
田

橋
三
丁
目
九
番
、
十
番

、
十
一
番
（
次
の

図
面
に
示
す
部
分

係

る
対
象
施
設
周
辺

に
限
る
。
）
及
び

十
三
番
、
神
田
猿

楽
町
二
丁
目
七
番
及
び

八

地
域

番
、
神
田

三
崎
町
一
丁
目
、
二

丁
目
並
び
に
三
丁

目
四
番
か
ら
九

番
ま

で
及
び
十
番
（
次

の
図

面
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
並
び
に

神
田
駿
河
台
二
丁

目
十
一
番

東
京

都
文
京
区

春
日

一
丁
目
一
番
か
ら

六
番
ま
で
及
び
十
三

番
か
ら
十
六
番
ま

で
、
後
楽

一
丁
目
一
番
か
ら
八
番

ま
で
、
小
石
川
一

丁
目
一
番
か

ら
三
番

ま
で
及
び
二
丁
目

一
番
か
ら
八
番
ま

で
並

び
に
本
郷
一

丁
目

備
考

一

「
次

の
図
面
」
は
省
略
し

、
そ
の
図
面
を
外

務
省
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み

が
こ
の
表
の
対
象
外

国
公
館
等
に
係
る

対
象
施
設
周
辺
地

域
の

項
下
欄
に
掲
げ
る

区

域
に
含
ま
れ
る

道
路
（
道
路
交
通

法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
五
号
）
第

二
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す

る
道
路

を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
区
間
の
う

ち
当
該
区
域
に
含

ま
れ
な
い
道
路
の
部
分

及
び
側
端
の
少
な

く
と
も
一
方
が
当

該
区
域
に
接
す
る

道
路
の
区
間
並
び
に
こ

れ
ら
の
道
路
の
区

間
に
接
す
る
交
差

点
は

、
対

象
施
設
周

辺
地
域
に
含
ま
れ
る

も
の
と
す
る
。

六

上
智
大
学

期
間

令
和
元
年
十

一
月
二
十
三
日
か
ら
令

和
元
年
十
一
月
二

十
六
日
ま
で

対

象
外
国
公
館
等
の

東
京
都
千
代
田

区

麹
町
六
丁
目
一
番

二
十
五
号
、
紀
尾

井
町
七
番
一
号

所
在
地

対
象
外
国
公
館
等

の

東
京
都
千
代

田
区

麹
町
六
丁
目
及

び
紀
尾
井
町
七
番

（
次
の
図
面
に
示

す
部

分
に
限

7



区
域

る
。

）

対
象
外
国

公
館

等
に

東
京
都
千

代
田
区

麹
町
四
丁

目
及
び
六
丁
目
、
二

番
町
四
番
か
ら
十

番
ま
で
、
十
二

係
る

対
象
施
設
周
辺

番

及
び
十
三
番
、
六

番
町
三
番
（
次
の

図
面

に
示
す
部
分
に
限

地
域

る
。
）
及
び
四

番
か
ら
十
五
番
ま

で
並
び
に
紀
尾
井

町
一

番
（
次

の
図
面

に
示
す
部
分
に
限
る
。

）
及
び
二
番
か
ら

七
番
ま
で

東
京
都
新
宿

区

四
谷
一
丁
目
（

次
の
図
面
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
並
び

に
若
葉

一
丁

目
十
五
番
及
び
十

六
番

東
京
都
港

区

元
赤
坂
二

丁
目
（
次
の
図
面
に

示
す
部
分
に
限
る

。
）

備
考

一

「
次
の
図
面
」
は

省
略
し
、
そ
の
図
面

を
外
務
省
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る

。

二

側
端
の
一

方
の
み
が
こ
の
表

の
対
象
外
国
公
館
等
に

係
る
対
象
施
設
周

辺
地
域
の
項
下
欄

に
掲
げ
る
区

域
に
含

ま
れ
る
道
路
（
道
路

交
通
法
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す

る
道
路
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の

区
間
の
う
ち
当
該
区
域

に
含
ま
れ
な
い
道

路
の
部
分
及
び
側

端
の

少
な

く
と
も
一

方
が
当
該
区
域
に
接

す
る
道
路
の
区
間

並
び
に
こ
れ
ら
の

道
路

の
区
間
に
接
す
る

交
差
点
は
、
対

象

施
設
周
辺
地
域
に

含
ま
れ
る
も
の
と

す
る

。

七

長
崎

空
港

期
間

令
和
元

年
十
一
月
二
十
三

日
か
ら
令
和
元
年

十
一
月
二
十
六
日
ま
で

対
象
外
国

公
館

等
の

長
崎
県
大

村
市

箕
島
町

五
百
九
十
三
番
地

所
在

地

8



（
次

の
図
面

に
示
す

部
分

に
限
る

。
）

対
象
外
国
公
館

等
の

長
崎
県
大

村
市

箕
島
町
五

百
九
十
三
番
地

区
域

対
象
外

国
公
館
等
に

次
に
掲

げ
る
点
を

一

北

緯
三
十
二
度
五
十
五

分
五
十
二
秒
、
東

経
百
二
十
九
度
五

係

る
対
象
施
設
周
辺

順
次
に
結
ん
だ

線

十
三
分
五
十
四

秒
の
点

地
域

及
び
一
に

揚
げ
る

二

北
緯

三
十
二
度
五
十
五
分

五
十
六
秒
、
東
経

百
二
十
九
度
五

点
と
七

に
掲
げ
る

十
四

分
十
八
秒
の
点

点
と
を
結
ん
だ
線

三

北
緯
三
十
二
度

五
十
五
分
二
十
三

秒
、
東
経
百
二
十
九

度
五

に
よ
り
囲

ま
れ
た

十
五
分

十
秒
の
点

区
域

四

北
緯
三
十
二
度
五

十
四
分
五
十
一
秒
、

東
経
百
二
十
九
度
五

十
五
分
四
十
五

秒
の
点

五

北
緯
三
十
二
度
五

十
四
分
二
十
五
秒
、

東
経
百
二
十
九
度
五

十
五
分
五
十
秒
の

点

六

北

緯
三
十
二
度
五
十
四

分
四
秒
、
東
経
百

二
十
九
度
五
十
五

分
二
十
二
秒
の
点

七

北
緯

三
十
二
度
五
十
五
分

三
十
三
秒
、
東
経
百

二
十
九
度
五

十
三

分
四
十
六
秒
の
点

備
考「

次
の
図
面
」
は

省
略
し
、
そ
の
図

面
を

外
務
省
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

八

平

和
公
園

期
間

令
和

元
年
十
一
月
二
十

三
日
か
ら
令
和
元

年
十
一
月
二
十
六
日
ま

で

対
象
外

国
公
館
等
の

長
崎
県

長
崎
市

松
山

町
六
番

所

在
地

9



対

象
外
国
公
館
等
の

長
崎
県
長
崎
市

松
山
町
五
番
及
び

六
番
（
次
の
図
面

に
示
す
部
分
に
限
る
。

）

区
域

対
象
外
国
公
館
等

に

長
崎
県
長
崎

市

岡
町
一
番
か
ら

三
番
ま
で
及
び
八

番
、
川
口
町
九
番

か
ら

十
四
番

係
る
対

象
施
設
周
辺

ま
で

、
橋
口
町
四
番
、

浜
口

町
二
番
か
ら
五
番

ま
で
、
平
野
町
一

地

域

番
か
ら
十
番
ま
で

、
十
五
番
か
ら
二

十
番
ま
で
、
二
十
五
番

及
び

二
十
六
番

、
平
和
町
一
番
か
ら
四

番
ま
で
及
び
九
番

か
ら
二
十
八

番
ま

で
、
松
山
町
一
番

、
二
番
（
次
の
図
面

に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
及
び
三
番

か
ら
九
番
ま
で
並

び
に
茂
里
町
四
番

備
考

一

「
次

の
図
面
」
は
省
略
し

、
そ
の
図
面
を
外

務
省
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み

が
こ
の
表
の
対
象
外

国
公
館
等
に
係
る

対
象
施
設
周
辺
地

域
の

項
下
欄
に
掲
げ
る

区

域
に
含
ま
れ
る

道
路
（
道
路
交
通

法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
五
号
）
第

二
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す

る
道
路

を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
区
間
の
う

ち
当
該
区
域
に
含

ま
れ
な
い
道
路
の
部
分

及
び
側
端
の
少
な

く
と
も
一
方
が
当

該
区
域
に
接
す
る

道
路
の
区
間
並
び
に
こ

れ
ら
の
道
路
の
区

間
に
接
す
る
交
差

点
は

、
対

象
施
設
周

辺
地
域
に
含
ま
れ
る

も
の
と
す
る
。

三

側
端
の
少
な
く

と
も
一
方
が
こ
の

表
の

対
象
外
国
公
館
等

に
係
る
対
象
施
設

周
辺
地
域
の
項
下
欄
に

掲

げ
る
区
域
に
接

す
る
公
有
水
面
の

区
間
は
、
対
象
施

設
周

辺
地
域
に
含
ま
れ

る
も
の
と
す
る
。

九

西
坂
公
園

期

間

令
和
元
年
十
一

月
二

十
三
日
か
ら
令
和

元
年
十
一
月
二
十

六
日
ま
で

対
象

外
国
公
館
等
の

長
崎
県
長
崎
市

西

坂
町
四
番

所
在
地
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対

象
外
国
公
館
等
の

長
崎
県
長
崎
市

西
坂
町
四
番
（
次

の
図
面
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）

区
域

対
象
外
国
公
館
等

に

長
崎
県
長
崎

市

尾
上
町
一
番
（

次
の
図
面
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

、
御

船
蔵
町

係
る
対

象
施
設
周
辺

一
番

か
ら
十
三
番
ま
で

、
大

黒
町
一
番
か
ら
十

一
番
ま
で
及
び
十

地

域

四
番
、
立
山
二
丁

目
十
五
番
及
び
十

六
番
、
筑
後
町
一
番
か

ら
四

番
ま
で
及

び
七
番
か
ら
十
一
番
ま

で
、
中
町
一
番
、

四
番
及
び
五

番
、

西
坂
町
一
番
か
ら

十
九
番
ま
で
、
浜
平

一
丁
目
十
七
番
及
び

十
八
番
並
び
に
八

千
代
町
一
番
か
ら

三
番
ま
で

備
考

一

「
次

の
図
面
」
は
省
略
し

、
そ
の
図
面
を
外

務
省
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み

が
こ
の
表
の
対
象
外

国
公
館
等
に
係
る

対
象
施
設
周
辺
地

域
の

項
下
欄
に
掲
げ
る

区

域
に
含
ま
れ
る

道
路
（
道
路
交
通

法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
五
号
）
第

二
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す

る
道
路

を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
区
間
の
う

ち
当
該
区
域
に
含

ま
れ
な
い
道
路
の
部
分

及
び
側
端
の
少
な

く
と
も
一
方
が
当

該
区
域
に
接
す
る

道
路
の
区
間
並
び
に
こ

れ
ら
の
道
路
の
区

間
に
接
す
る
交
差

点
は

、
対

象
施
設
周

辺
地
域
に
含
ま
れ
る

も
の
と
す
る
。

十

カ
ト
リ
ッ
ク

長
崎
大
司
教
館

期
間

令
和
元
年
十

一
月
二
十
三
日
か
ら
令

和
元
年
十
一
月
二

十
六
日
ま
で

対

象
外
国
公
館
等
の

長
崎
県
長
崎
市

橋
口
町
一
番
一
号

所
在
地

対
象
外
国
公
館
等

の

長
崎
県
長
崎

市

橋
口
町
一
番
（

次
の
図
面
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）
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敷
地

対
象
外
国

公
館

等
に

長
崎
県
長

崎
市

上
野
町
、

岡
町
九
番
、
坂
本
一

丁
目
十
二
番
（
次

の
図
面
に
示
す

係
る

対
象
施
設
周
辺

部

分
に
限
る
。
）
、

高
尾
町
一
番
か
ら

四
番

ま
で
、
橋
口
町
一

番

地
域

か
ら
十
三
番
ま

で
及
び
十
五
番
か

ら
十
七
番
ま
で
、

平
和

町
三
番

か
ら
十

一
番
ま
で
及
び
十
七
番

か
ら
二
十
四
番
ま

で
、
松
山
町
九

番

（
次
の
図
面
に
示

す
部
分
に
限
る
。

）
、
本
尾
町
一
番
か

ら
五

番
ま
で
、

七
番
、
十
四
番
か
ら
二

十
四
番
ま
で
、
二

十
五
番
（
次

の
図

面
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
三
十
四

番
か
ら
三
十
七
番
ま

で
（
次
の
図
面
に

示
す
部
分
に
限
る

。
）
及
び
三
十
八
番

並
び
に

本
原
町

三
十
番

備
考

一

「
次
の
図
面
」
は

省
略
し
、
そ
の
図
面

を
外
務
省
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る

。

二

側
端
の
一

方
の
み
が
こ
の
表

の
対
象
外
国
公
館
等
に

係
る
対
象
施
設
周

辺
地
域
の
項
下
欄

に
掲
げ
る
区

域
に
含

ま
れ
る
道
路
（
道
路

交
通
法
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す

る
道
路
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の

区
間
の
う
ち
当
該
区
域

に
含
ま
れ
な
い
道

路
の
部
分
及
び
側

端
の

少
な

く
と
も
一

方
が
当
該
区
域
に
接

す
る
道
路
の
区
間

並
び
に
こ
れ
ら
の

道
路

の
区
間
に
接
す
る

交
差
点
は
、
対

象

施
設
周
辺
地
域
に

含
ま
れ
る
も
の
と

す
る

。

十
一

長

崎
県
営
野
球
場

期
間

令
和
元

年
十
一
月
二
十
三

日
か
ら
令
和
元
年

十
一
月
二
十
六
日
ま
で

対
象
外
国

公
館

等
の

長
崎
県
長

崎
市

松
山
町

二
番
五
号

所
在

地

12



対
象
外

国
公
館
等
の

長
崎
県

長
崎
市

松
山

町
二
番
（
次
の
図
面
に

示
す
部
分
に
限
る

。
）

区

域

対
象

外
国
公
館
等
に

長
崎

県
長
崎
市

油

木
町
一
番
か
ら
六

番
ま
で
及
び
八
番

（
次

の
図
面
に
示
す
部

分

係
る
対
象
施
設
周

辺

に
限
る
。
）
、

江
里
町
一
番
か
ら

八
番
ま
で
、
大
橋

町
一

番
か
ら

地
域

四
番

ま
で
及
び
二
十
一

番
、

岡
町
、
城
栄
町
一

番
か
ら
十
三
番
ま

で

、
十
六
番
か
ら
十

九
番
ま
で
、
二
十

二
番
か
ら
二
十
六
番

ま
で

及
び
四
十

一
番
（
次
の
図
面
に
示

す
部
分
に
限
る
。

）
、
城
山
町

三
番

か
ら
十
番
ま
で
、

二
十
三
番
か
ら
二
十

七
番
ま
で
及
び
二
十

八
番
（
次
の
図
面

に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
橋
口
町
四

番
か
ら

七
番
ま

で
、
十
七
番
か
ら
十

九
番
ま
で
、
二
十

一
番
及
び
二
十
二

番
、
平
和
町
一
番
か

ら
四
番
ま
で
、
松

山
町
一
番
（
次
の
図

面
に

示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
二
番

、
三
番
、
四
番
（

次
の
図
面
に
示

す

部
分
に
限
る
。
）
及

び
五
番
か
ら
九
番
ま

で
並
び
に
三
芳
町

一

番
か
ら
三
番
ま

で

備
考

一

「
次

の
図
面
」
は
省
略
し

、
そ
の
図
面
を
外

務
省
に
備
え
置
い

て
縦

覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の

み
が
こ
の
表
の
対

象
外

国
公
館
等
に
係
る

対
象
施
設
周
辺
地

域
の
項
下
欄
に
掲
げ
る

区
域

に
含
ま
れ
る
道

路
（
道
路
交
通
法

（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
五
号
）
第
二

条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
道

路
を

い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
区
間
の
う
ち
当

該
区
域
に
含
ま
れ

な
い
道
路
の
部
分

及
び

側
端
の
少
な
く
と

も

一
方
が
当
該
区
域

に
接
す
る
道
路
の

区
間
並
び
に
こ
れ

ら
の

道
路
の
区
間
に
接

す
る
交
差
点
は
、

対
象
施
設
周

辺
地
域

に
含
ま
れ
る
も
の

と
す

る
。

十
二

広
島
空
港

期
間

令
和
元
年
十

一
月
二
十
三
日
か
ら

令
和
元
年
十
一
月
二

十
六
日
ま
で
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対

象
外
国
公
館
等
の

広
島
県
三
原
市

本
郷
町
善
入
寺
六

十
四
番
地
三
十
一

所
在
地

対
象
外
国
公
館
等

の

広
島
県
三
原

市

本
郷
町
善
入
寺

及
び
本
郷
町
上
北

方
（
次
の
図
面
に

示
す

部
分
に

区
域

限
る

。
）

対
象
外
国

公
館
等
に

次
に
掲
げ

る
点
を

一

北

緯
三
十
四
度
二
十
六
分

十
六
秒
、
東
経
百

三
十
二
度
五
十

係
る

対
象
施
設
周
辺

順
次
に
結
ん
だ
次

三
分
二
十
五
秒
の

点

地
域

の
図
面
に
示

す
線

二

北
緯

三
十

四
度
二
十
六
分
三

十
八
秒
、
東
経
百

三
十
二
度
五

及
び
一
に

揚
げ
る

十
四

分
四
十
八
秒
の
点

点
と
十
七
に
掲
げ

三

北
緯
三
十
四
度

二
十
六
分
四
十
秒

、
東

経
百
三
十
二
度
五

十

る
点
と
を
結

ん
だ

五
分
二

十
七

秒
の
点

線

に
よ

り
囲
ま
れ

四

北
緯
三
十
四
度
二

十
六
分
三
十
二
秒
、
東

経
百
三
十
二
度
五

た
区
域

十
五
分
三
十
四

秒
の
点

五

北

緯
三
十
四
度
二
十
六

分
二
十
九
秒
、
東

経
百
三
十
二
度
五

十
六
分
十
五
秒
の

点

六

北
緯

三
十
四
度
二
十
六
分

十
五
秒
、
東
経
百

三
十
二
度
五
十

六

分
三
十
九
秒
の
点

七

北
緯
三
十

四
度
二
十
六
分
四

秒
、
東
経
百
三
十

二
度

五
十
六

分
三

十
九
秒
の
点

八

北
緯
三
十
四

度
二
十
五
分
五
十

三
秒
、
東
経
百
三
十
二

度
五

十
六
分

十
五

秒
の
点

九

北
緯
三
十
四
度

二
十
五
分
五
十
三

秒
、

東
経
百
三
十
二
度

五

十
五
分
四
十
六

秒
の
点

十

北
緯
三
十
四
度
二

十
五
分
四
十
六
秒
、
東

経
百
三
十
二
度
五

十
五
分
三
十
八
秒

の
点

14



十
一

北
緯
三
十
四
度
二
十
五

分
四
十
六
秒
、
東

経
百
三
十
二
度

五

十
五
分
二
十
六
秒

の
点

十
二

北

緯
三

十
四
度
二
十
五
分

五
十
四
秒
、
東
経

百
三
十
四
度

五
十

五
分
十
五
秒
の
点

十
三

北
緯
三
十

四
度
二
十
五
分
五

十
四
秒
、
東
経
百
三

十
二
度

五
十
五

分
二
秒
の
点

十

四

北
緯
三
十
四

度
二
十
五
分
四
十

八
秒
、
東
経
百
三
十

二
度

五
十
四
分
五

十
二
秒
の
点

十
五

北
緯
三
十
四
度

二
十
五
分
五
十
三
秒

、
東
経
百
三
十
二
度

五
十
四
分
五
十
一

秒
の
点

十
六

北
緯
三
十
四
度
二
十

五
分
五
十
二
秒
、

東
経
百
三
十
二
度

五
十
四
分
十
三
秒
の

点

十
七

北

緯
三
十
四
度
二
十
六

分
二
秒
、
東
経
百

三
十
二
度
五
十

三

分
二
十
五
秒
の
点

備
考

「
次
の
図
面
」
は

省
略
し
、
そ
の
図

面
を

外
務
省
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

十
三

広
島
平
和
記
念
公

園

期
間

令
和

元
年
十
一
月
二
十

三
日
か
ら
令
和
元

年
十
一
月
二
十
六
日
ま

で

対
象
外

国
公
館
等
の

広
島
県

広
島
市
中

中
島

町
一
番
及
び
大
手
町
一

丁
目
十
番

所

在
地

区

対
象

外
国
公
館
等
の

広

島
県
広
島
市
中

中

島
町
及
び
大
手
町

一
丁
目
（
次
の
図

面
に

示
す
部
分
に
限

区
域

区

る
。
）
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対

象
外
国
公
館
等
に

広
島
県
広
島
市
中

中
島
町
、
加
古
町

一
番
か
ら
三
番
ま

で
及
び
十
六
番
、
河
原

町
一

係
る
対
象

施
設

周
辺

区

番
、
四
番

、
五
番
及
び
十
七
番

、
土
橋
町
一
番
、

二
番
及
び
五
番

地
域

か

ら
八
番
ま
で
、
堺

町
一
丁
目
一
番
か

ら
三

番
ま
で
及
び
六
番

か

ら
十
番
ま
で
、
猫

屋
町
一
番
、
二
番

及
び
四
番
か
ら
九
番

ま
で
、

本
川
町

一
丁
目
並
び
に
二
丁
目

一
番
及
び
三
番
か

ら
七
番
ま
で
、

十

日
町
一
丁
目
四
番

か
ら
六
番
ま
で
、

基
町
五
番
、
六
番
及

び
十

四
番
（
次

の
図
面
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
大
手

町
一
丁
目
、

二
丁

目
及
び
三
丁
目
（

次
の
図
面
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）
、
本

通
七
番
、
中
町
七

番
、
小
町
三
番
及

び
四
番
（
次
の
図
面

に
示
す

部
分
に

限
る
）
、
袋
町
三
番

か
ら
五
番
ま
で
並

び
に
紙
屋
町
二
丁

目

備

考

一

「
次
の
図

面
」
は
省
略
し
、

そ
の
図
面
を
外
務
省

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

二

側

端
の
一
方
の
み
が

こ
の
表
の
対
象
外
国

公
館
等
に
係
る
対

象
施
設
周
辺
地
域

の
項

下
欄
に
掲
げ
る
区

域

に
含
ま
れ
る
道
路

（
道
路
交
通
法
（

昭
和
三
十
五
年
法
律
第

百
五
号
）
第
二
条

第
一
項
第
一
号
に

規
定

す
る
道

路
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の

区
間
の
う
ち
当
該

区
域
に
含
ま
れ
な

い
道

路
の
部
分
及
び
側

端
の
少
な
く
と
も

一

方
が
当
該
区
域
に

接
す
る
道
路
の
区

間
並

び
に
こ
れ
ら
の
道

路
の
区
間
に
接
す

る
交
差
点
は
、
対
象
施

設
周

辺
地
域
に
含
ま

れ
る
も
の
と
す
る

。
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DATE: 11/21/2019 00:22 

KEYS: LOCATION: RJTT

NOTAM CODE: RT

SCOPE: A,E,W,AE,AW,EW

:Issued within 24 hours :Urgent  :Linked AIP-SUP 

201031 RJAAYNYX
(6303/19 NOTAMN
Q)RJJJ/QRTCA/IV/BO/EW/000/999/3538N13945E007
A)RJTT B)1911230740 C)1911260300
E)ALL ACFT ARE REQUESTED TO AVOID FLYING IN FLW AREA AS FAR AS
POSSIBLE IN ORDER TO PREVENT AN UNSAFE CONGESTION OF ACFT AND SECURE
THE VIP

1.PERIOD : 1911230740/1911230930 1911232110/1911232250
           1911241150/1911241330 1911260120/1911260300
  AREA   : TOKYO INTL AP AND THE AREA EXTENDS 3KM OUTSIDE FM THE
           OUTER EDGE OF TOKYO INTL AP (353312.00N1394652.00E)

2.PERIOD : 1911250100/1911250300
  AREA   : IMPERIAL PALACE AND THE AREA EXTENDS 3KM OUTSIDE FM THE
           OUTER EDGE OF IMPERIAL PALACE (354101.68N1394515.70E)

3.PERIOD : 1911250815/1911251045
  AREA   : WI A RADIUS OF 3KM FM PRIME MINISTER'S OFFICE
           (354023.14N1394432.86E)

4.PERIOD : 1911230800/1911260300
  AREA   : WI A RADIUS OF 3KM FM APOSTOLIC NUNCIATURE IN JAPAN
           (354123.10N1394430.60E)

5.PERIOD : 1911250145/1911250415
  AREA   : WI A RADIUS OF 3KM FM SEKIGUCHI CATHOLIC CHURCH
           (354251.50N1394335.80E)

6.PERIOD : 1911250535/1911250930
  AREA   : WI A RADIUS OF 3KM FM TOKYO DOME
           (354220.40N1394506.80E)

7.PERIOD : 1911250000/1911250220
  AREA   : WI A RADIUS OF 3KM FM BELLESALLE HANZOMON
           (354104.10N1394430.20E)

8.PERIOD : 1911252140/1911260220
  AREA   : WI A RADIUS OF 3KM FM SOPHIA UNIVERSITY
           (354100.40N1394357.30E)

TO BE CONTINUED
F)SFC G)UNL)

Contact us | Policy Copyright©Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

1/1ページAIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center

2019/11/21https://aisjapan.mlit.go.jp/NotamDispAction.do



DATE: 11/21/2019 00:24 

KEYS: LOCATION: RJTT

NOTAM CODE: RT

SCOPE: A,E,W,AE,AW,EW

:Issued within 24 hours :Urgent  :Linked AIP-SUP 

201032 RJAAYNYX
(6304/19 NOTAMN
Q)RJJJ/QRTCA/IV/BO/EW/000/999/3538N13945E007
A)RJTT B)1911230740 C)1911260300
E)CONTINUED FM 6303/19

EXCEPTION :
(1)ACFT ON PATROL MISSION OPERATED BY POLICE DEPARTMENT
(2)ACFT ON URGENT MISSION FOR FIRE FIGHTING AND RESCUE
(3)ACFT UNDER ATC INSTRUCTIONS OR APPROVALS IN CONSIDERATION OF WX
   COND, TFC SITUATIONS OR AP/AD FOR LDG AND TKOF
(4)ACFT WITH PRIOR COORDINATION WITH POLICE

RMK : METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT
      TEL:03-3581-4321(EXTENSION 55331)

CONCLUDED
F)SFC G)UNL)

Contact us | Policy Copyright©Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

1/1ページAIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center

2019/11/21https://aisjapan.mlit.go.jp/NotamDispAction.do



DATE: 11/21/2019 00:24 

KEYS: LOCATION: RJTT

NOTAM CODE: RT

SCOPE: A,E,W,AE,AW,EW

:Issued within 24 hours :Urgent  :Linked AIP-SUP 

201032 RJAAYNYX
(6305/19 NOTAMN
Q)RJJJ/QRTCA/IV/BO/EW/000/030/3538N13945E006
A)RJTT B)1911230800 C)1911260300
E)ALL ACFT ARE REQUESTED TO AVOID FLYING IN FLW AREA AS FAR AS
POSSIBLE IN ORDER TO PREVENT AN UNSAFE CONGESTION OF ACFT AND SECURE
THE VIP

1.PERIOD : 1911230800/1911231000 1911232040/1911232250
           1911241150/1911241400
  AREA   : WI 1KM BOTH SIDE ALONG METROPOLITAN EXPRESSWAY
           A)WANGAN LINE (FM 2ND TOKUBETSUGUCHI TO ARIAKE JCT)
           B)ROUTE11/DAIBA LINE (FM ARIAKE JCT TO HAMAZAKIBASHI JCT)
           C)INNER CIRCULAR ROUTE (FM HAMAZAKIBASHI JCT TO DAIKANCHO
             RAMP)

2.PERIOD : 1911250130/1911251055
  AREA   : WI 1KM BOTH SIDE ALONG METROPOLITAN EXPRESSWAY
           A)ROUTE5/IKEBUKURO LINE (FM GOKOKUJI RAMP TO TAKEBASHI
             JCT)
           B)INNER CIRCULAR ROUTE (FM TAKEBASHI JCT TO KASUMIGASEKI
             RAMP)

3.PERIOD : 1911252130/1911260300
  AREA   : WI 1KM BOTH SIDE ALONG METROPOLITAN EXPRESSWAY
           A)ROUTE4/SHINJUKU LINE (FM KINOKUNI-TOKUBETSUGUCHI TO
             MIYAKEZAKA JCT)
           B)INNER CIRCULAR ROUTE (FM DAIKANCHO RAMP TO HAMAZAKIBASHI
             JCT)
           C)ROUTE11/DAIBA LINE (FM HAMAZAKIBASHI JCT TO ARIAKE JCT)
           D)WANGAN LINE (FM ARIAKE JCT TO 2ND HIGASHITOUJOGUCHI)

TO BE CONTINUED
F)SFC G)3000FT AMSL)

Contact us | Policy Copyright©Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

1/1ページAIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center

2019/11/21https://aisjapan.mlit.go.jp/NotamDispAction.do



DATE: 11/21/2019 00:24 

KEYS: LOCATION: RJTT

NOTAM CODE: RT

SCOPE: A,E,W,AE,AW,EW

:Issued within 24 hours :Urgent  :Linked AIP-SUP 

201032 RJAAYNYX
(6306/19 NOTAMN
Q)RJJJ/QRTCA/IV/BO/EW/000/030/3538N13945E006
A)RJTT B)1911230800 C)1911260300
E)CONTINUED FM 6305/19

EXCEPTION :
(1)ACFT ON PATROL MISSION OPERATED BY POLICE DEPARTMENT
(2)ACFT ON URGENT MISSION FOR FIRE FIGHTING AND RESCUE
(3)ACFT UNDER ATC INSTRUCTIONS OR APPROVALS IN CONSIDERATION OF WX
   COND, TFC SITUATIONS OR AP/AD FOR LDG AND TKOF
(4)ACFT WITH PRIOR COORDINATION WITH POLICE

RMK : METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT
      TEL:03-3581-4321(EXTENSION 55331)

CONCLUDED
F)SFC G)3000FT AMSL)

Contact us | Policy Copyright©Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

1/1ページAIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center

2019/11/21https://aisjapan.mlit.go.jp/NotamDispAction.do



DATE: 11/21/2019 08:34 

KEYS: LOCATION: RJOA

PERIOD: [19/11/24 00:00] -[19/11/24 09:00]

SCOPE: A,E,W,AE,AW,EW

:Issued within 24 hours :Urgent  :Linked AIP-SUP 

210825 RJAAYNYX
(0363/19 NOTAMN
Q)RJJJ/QRTCA/IV/BO/EW/000/999/3426N13241E015
A)RJOA B)1911240745 C)1911241155
E)ALL ACFT ARE REQUESTED TO AVOID FLYING IN FLW AREA AS FAR AS
POSSIBLE IN ORDER TO PREVENT AN UNSAFE CONGESTION OF ACFT AND SECURE
THE VIP

1.PERIOD : 1911240745/1911240925 1911241015/1911241155
  AREA   : HIROSHIMA AP AND THE AREA EXTENDS 3KM OUTSIDE FM THE
           OUTER EDGE OF HIROSHIMA AP (342610N1325510E)

2.PERIOD : 1911240840/1911241100
  AREA   : WI A RADIUS OF 3KM FM PEACE MEMORIAL PARK(342335N1322709E)

EXCEPTION :
(1)ACFT ON PATROL MISSION OPERATED BY POLICE DEPARTMENT
(2)ACFT ON URGENT MISSION FOR POLICE,FIRE FIGHTING AND RESCUE
(3)ACFT UNDER ATC INSTRUCTIONS OR APPROVALS IN CONSIDERATION OF WX
   COND, TFC SITUATIONS OR AP/AD FOR LDG AND TKOF
(4)ACFT WITH PRIOR COORDINATION WITH POLICE

RMK : HIROSHIMA PREFECTURAL POLICE
      TEL:082-228-0110(EXTENSION 5761 OR 5762)
F)SFC G)UNL)

Contact us | Policy Copyright©Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

1/1ページAIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center

2019/11/21https://aisjapan.mlit.go.jp/NotamDispAction.do



DATE: 11/21/2019 08:35 

KEYS: LOCATION: RJOA

PERIOD: [19/11/24 00:00] -[19/11/24 09:00]

SCOPE: A,E,W,AE,AW,EW

:Issued within 24 hours :Urgent  :Linked AIP-SUP 

210826 RJAAYNYX
(0364/19 NOTAMN
Q)RJJJ/QRTCA/IV/BO/EW/000/030/3426N13241E013
A)RJOA B)1911240755 C)1911241145
E)ALL ACFT ARE REQUESTED TO AVOID FLYING IN FLW AREA AS FAR AS
POSSIBLE IN ORDER TO PREVENT AN UNSAFE CONGESTION OF ACFT AND SECURE
THE VIP

  AREA   : WI 1KM BOTH SIDE ALONG FLW ROAD
           1)PREFECTURAL ROAD 73 (FM HIROSHIMA AP TO KOCHI IC)
           2)SANYO EXPRESSWAY (FM KOCHI IC TO HIROSHIMA-HIGASHI IC)
           3)HIROSHIMA EXPRESSWAY NR1,2,3 (FM HIROSHIMA-HIGASHI IC
             TO YOSHIJIMA IC)
           4)YOSHIJIMA STREET (FM YOSHIJIMA IC TO PEACE MEMORIAL
             PARK)

EXCEPTION :
(1)ACFT ON PATROL MISSION OPERATED BY POLICE DEPARTMENT
(2)ACFT ON URGENT MISSION FOR POLICE,FIRE FIGHTING AND RESCUE
(3)ACFT UNDER ATC INSTRUCTIONS OR APPROVALS IN CONSIDERATION OF WX
   COND, TFC SITUATIONS OR AP/AD FOR LDG AND TKOF
(4)ACFT WITH PRIOR COORDINATION WITH POLICE

RMK : HIROSHIMA PREFECTURAL POLICE
      TEL:082-228-0110(EXTENSION 5761 OR 5762)
F)SFC G)3000FT AMSL)

Contact us | Policy Copyright©Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

1/1ページAIS JAPAN - Japan Aeronautical Information Service Center

2019/11/21https://aisjapan.mlit.go.jp/NotamDispAction.do



DATE: 11/21/2019 08:32 

KEYS: LOCATION: RJFU

PERIOD: [19/11/23 09:00] -[19/11/26 09:00]

SCOPE: A,E,W,AE,AW,EW

:Issued within 24 hours :Urgent  :Linked AIP-SUP 

210826 RJAAYNYX
(0503/19 NOTAMN
Q)RJJJ/QRTCA/IV/BO/EW/000/999/3250N12954E007
A)RJFU B)1911232320 C)1911240800
E)ALL ACFT ARE REQUESTED TO AVOID FLYING IN FLW AREA AS FAR AS
POSSIBLE IN ORDER TO PREVENT AN UNSAFE CONGESTION OF ACFT AND SECURE
THE VIP

1.PERIOD : 1911232320/1911240100 1911240630/1911240800
  AREA   : NAGASAKI AP AND THE AREA EXTENDS 3KM OUTSIDE FM THE
           OUTER EDGE OF NAGASAKI AP (325501N1295449E)

2.PERIOD : 1911240015/1911240200
  AREA   : WI A RADIUS OF 3KM FM PEACE PARK,THE CENTER OF AN
           EXPLOSION(324623N1295146E)

3.PERIOD : 1911240100/1911240240
  AREA   : WI A RADIUS OF 3KM FM NISHISAKA PARK(324516N1295217E)

4.PERIOD : 1911240200/1911240440
  AREA   : WI A RADIUS OF 3KM FM DAISHIKYOKAN(324637N1295202E)

5.PERIOD : 1911240400/1911240710
  AREA   : WI A RADIUS OF 3KM FM NAGASAKI-KENEI YAKYUJO
           (324635N1295140E)

EXCEPTION :
(1)ACFT ON PATROL MISSION OPERATED BY POLICE DEPARTMENT
(2)ACFT ON URGENT MISSION FOR POLICE,FIRE FIGHTING AND RESCUE
(3)ACFT UNDER ATC INSTRUCTIONS OR APPROVALS IN CONSIDERATION OF WX
   COND, TFC SITUATIONS OR AP/AD FOR LDG AND TKOF
(4)ACFT WITH PRIOR COORDINATION WITH POLICE

RMK : NAGASAKI PREFECTURAL POLICE
      TEL:095-820-0110 (EXTENSION 6560 OR 6562)
F)SFC G)UNL)
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DATE: 11/21/2019 08:33 

KEYS: LOCATION: RJFU

PERIOD: [19/11/23 09:00] -[19/11/26 09:00]

SCOPE: A,E,W,AE,AW,EW

:Issued within 24 hours :Urgent  :Linked AIP-SUP 

210827 RJAAYNYX
(0504/19 NOTAMN
Q)RJJJ/QRTCA/IV/BO/EW/000/030/3252N12955E006
A)RJFU B)1911232330 C)1911240800
E)ALL ACFT ARE REQUESTED TO AVOID FLYING IN FLW AREA AS FAR AS
POSSIBLE IN ORDER TO PREVENT AN UNSAFE CONGESTION OF ACFT AND SECURE
THE VIP

PERIOD : 1911232330/1911240145 1911240540/1911240800
AREA   : WI 1KM BOTH SIDE ALONG FLW ROAD
         1)PREFECTURAL ROAD 38 (FM NAGASAKI AP TO OMURA IC)
         2)NAGASAKI EXPRESSWAY (FM OMURA IC TO NAGASAKI-TARAMI IC)
         3)NAGASAKI BYPASS (FM NAGASAKI-TARAMI IC TO KAWAHIRA IC)

EXCEPTION :
(1)ACFT ON PATROL MISSION OPERATED BY POLICE DEPARTMENT
(2)ACFT ON URGENT MISSION FOR POLICE,FIRE FIGHTING AND RESCUE
(3)ACFT UNDER ATC INSTRUCTIONS OR APPROVALS IN CONSIDERATION OF WX
   COND, TFC SITUATIONS OR AP/AD FOR LDG AND TKOF
(4)ACFT WITH PRIOR COORDINATION WITH POLICE

RMK : NAGASAKI PREFECTURAL POLICE
      TEL:095-820-0110 (EXTENSION 6560 OR 6562)
F)SFC G)3000FT AMSL)
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